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は じ め に 

 

            

          本市では平成１８年７月に、市民の皆さんと、職員等が         

話し合う「福祉のまちづくりを考える集い（住民座談会）」など

を実施し、「支えあい、ともに生きる 安心と健康のまちづくり」

をめざし、公民協働で第１次奈良市地域福祉計画を策定いたし

ました。 

          

この第１次計画に基づき、これまで地域での支えあい・助け

合いの必要性についての啓発や、地域福祉を推進していくうえ

での基盤整備を進めてまいりました。 

 しかし近年では、核家族化が一段と進行し、高齢者世帯が増加する中、地域住民同

士のつながりの希薄化などにより地域での問題解決が難しくなってきており、さらに

高齢者の孤立死、虐待などが新たな社会問題となってきております。 

 

 こうしたことから、第１次奈良市地域福祉計画の成果と課題を踏まえ、必要な見直

しを行う中で、新たな社会問題などを含めたさまざまな問題解消に向け、より効果

的・効率的な地域福祉の推進を図るため、第２次奈良市地域福祉計画を策定したとこ

ろであります。 

 今後はこの第２次計画に基づき、社会福祉協議会・関係団体と行政の連携をさらに

強化する中で地域福祉の向上に取組み、計画の基本とする理念である「支えあい、と

もに生きる 安心と健康のまちづくり」を目指してまいります。 

 

 本計画の推進にあたりましては、市民の皆様をはじめ、地域で活動をされておられ

る関係団体と行政が連携して、参加と協働により各事業の実施に取組むことが必要で

あると考えており、今後とも、皆様方の福祉推進へのご理解とご協力を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

 

 最後に、本計画の策定にあたりまして、広く市民の皆様から貴重なご意見をいただ

くとともに、奈良市社会福祉審議会、奈良市地域福祉推進会議の委員の方々には、熱

心にご審議いただきました。ご協力をいただきましたすべての皆様に心からお礼を申

し上げます。 

 

  平成２５年３月       奈良市長   仲 川  げ ん 
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